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（週刊金曜日2009.12.18（780号）より

許可を得て転載） 
 「一一月二九日開始の「坂の上の雲」(Ｎ

ＨＫ)を、熱く高い志を胸に抱く青年気

取りで見入った。貧しい下級士族の家に

生まれた秋山真之役の本木雅弘の演技

は、国家の夜明けを描くドラマを地で行

くものだった。第一部、日清戦争後まで

の五回。楽しみだ。」（無職・七二歳）  

  これは二〇〇九年十二月六日付け『朝

日新聞』のテレビ欄に掲載された投書で

ある。こうした投書をみるとＮＨＫが総

力を挙げて制作し、これから三年かけて

放送するスペシャルドラマ『坂の上の

雲』の企画意図が視聴者の内面に巧みに

刷り込まれていく様子が窺える。 

その企画意図とは次のとおりである。  

 「『坂の上の雲』は、国民ひとりひとり

が少年のような希望をもって国の近代

化に取り組み、そして存亡をかけて日露

戦争を戦った『少年の国・明治』の物語

です。そこには、今の日本と同じように

新たな価値観の創造に苦悩・奮闘した明

治という時代の精神が生き生きと描か れています。この作品に込められたメッ

セージは、日本がこれから向かうべき道

を考える上で大きなヒントを与えてく

れるに違いありません。」  
軍国日本を賛美した原作を  
ドラマ化する時代錯誤  

 本当にそうか？ 確かに司馬遼太郎の

原作は秋山兄弟と正岡子規の生涯を通

して「明るい明治」、「少年のような国・

明治」を描こうとした歴史小説である。

しかし、兄・秋山好古は日清戦争におい

て内モンゴルで清国軍騎兵隊などと交

戦した陸軍第一師団騎馬第一大隊長で

あり、「名誉の最後を戦場に遂ぐるを得

ば、男子一生の快事」（第三分冊、二八

九ページ）と書き残した滅私奉公の職業

軍人である。また、弟・秋山真之は日露

戦争で東郷平八郎のもと連合艦隊司令

長官として作戦参謀を務めた人物であ

り、「筑紫などという小さなふねにのっ

ているようなことでは、主決戦場にはの

ぞめない」として大艦に乗って主決戦場

に向かうことを志願した職業軍人であ

る（第二分冊、六六～六七ページ）。し

かし、その真之も肉片が飛び交う旅順の

激戦で衝撃を受け、出家して自分の作戦 で殺された人々を弔いたいと言い出し

た。  (第三分冊、二五七ページ) 
明治の富国強兵政策を「国の近代化」

とこともなげに言いくるめ、秋山兄弟が

歩んだ道を「希望にみちた坂道」などと

文学的修辞で糊塗して原作を「明るい明

治」の青春群像のドラマに仕立て上げる

のは時代錯誤も甚だしい。  

ドラマだからで済むのか？  

 このようにいうと、「そうはいってもド

ラマだから」とか、「ＮＨＫの制作担当

者は原作の問題点をうまく脚色するに

違いない。見ないことには何ともいえな

い」といった意見がある。しかし、こう

した意見は問題の本質を把握し切らな

い浅慮である。  
 なぜなら、「ドラマ」とはいえ、原作の

著作権を譲り受けて制作する番組であ

る以上、ＮＨＫはドラマ化にあたって著

作権法第二〇条第一項で定められた同

一性保持権により、原作の根幹的思想、

主張を改変できないという制約を受け

ている。では、原作の思想（歴史観）は

どうかというと、日本国内の内乱制圧の

「同士討ちで同胞が大金をかけて殺し

あうくらいなら、海をこえて朝鮮を討っ

た方がよい」という小村寿太郎の言葉を

肯定する（第二分冊、三四ページ）一方

で、日清・日露戦争を侵略戦争ではなく、

「愛国的栄光の表現」（第八分冊、三四

四ページ）とみなし、当時の「民族的共

同主観のなかではあきらかに祖国防衛

戦争だった」（文春文庫、新装版、第八

分冊、三六〇ページ）と言ってはばから ないのである。  
 すでに十四年前の村山談話では、わが

国が「過去の一時期、国策を誤り、戦争

への道を歩んで国民を存亡の危機に陥

れ、植民地支配と侵略によって、多くの

国々、とりわけアジア諸国の人々に対し

て多大の損害と苦痛を与え」た「歴史の

事実を謙虚に受け止め、ここにあらため

て痛切な反省の意を表し、心からのお詫

びの気持ちを表明いたします」と表明し

た。その日本の公共放送・ＮＨＫがこの

ような歴史認識と逆行する軍国日本賛

美の歴史小説を三年にわたって放送し

ようとする見識を厳しく問うべきは当

然である。  このようにいうと、思想傾向を理由に

放送番組を批判するのは放送の自由へ

の介入だという意見が一部にある。しか

し、これは表現の自由の曲解である。  

憲法で保障された表現の自由は個人の

自由権という意味では自己実現、人格開

花のための営為にとって欠くことがで

きない「国家からの自由」といえる。し

かし、組織ジャーナリズムにも同じこと

がいえるわけではない。組織ジャーナリ

ズムにとっての表現の自由は権力を監

視し、市民に有権者たる政治的素養を涵

養するのに必要な知見、情報を行きわた

らせるという使命に条件づけられた自

由、いうなれば「国家への自由」を志向

する自由である。ＮＨＫが自ら定めた

「国内番組基準」で、「１．世界平和の

理想の実現に寄与し、人類の幸福に貢献

する。２．基本的人権を尊重し、民主主

義精神の徹底を図る」という基本原則は

 「これまでにないスケールのドラマ」への危惧    醍醐 聰  

なぜ今、ＮＨＫが『坂の上の雲』なのか 
来年は「韓国併合」一〇〇年にあたる。この時期にあえて朝鮮侵略を美化した作

品をドラマ化するＮＨＫの見識が問われる。原作者本人がミリタリズムが鼓舞さ

れるのを恐れて、映像化することを拒んでいた遺志をまげることは許されるのか。 
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こうした文脈で理解されなければなら

ない。  この点で、ドラマ『坂の上の雲』が人

気キャストの演技の映像効果も併せて、

日清・日露戦争は日本国民が「国の存亡

をかけて戦った戦争」だったという歴史

観を視聴者に刷りこみ、「列強が自国の

権益をかけて争った時代だから、当時の

日本だけをとらえてどうこう批判して

もはじまらない」という訳知りな「戦争

ずれ」人間を増やさないか大変危惧され

る。それだけに、『坂の上の雲』のドラ

マ化を、日清・日露戦争期の東アジア史

を学び直す機会として能動的に生かし、

「知は力なり」の流れに巻き返す努力が

求められている。  

司馬遼太郎の遺志を 
軽んじてよいのか？  

 先に、著作権法第二十条第一項の同一

性保持権に基づいて、今回のドラマは原

作物である以上、原作『坂の上の雲』を

貫く歪んだ歴史観に制約されると述べ

た。しかし、原作から離れ、司馬の晩年

の発言に目を向けると、この意見に一定

の修正が必要になる。なぜなら、司馬は

生前、多くの映画会社やテレビ局から原

作の映画化、ドラマ化の申し出を受けた

にもかかわらず、原作を映像化すること

でミリタリズムが鼓舞されるのを恐れ、

すべての申し出を固く断ったことはよ

く知られている。また、司馬は亡くなる

七年前、ソウルの青瓦台で盧泰愚大統領

（当時）と対談した折、「私なども、李

氏朝鮮が日本の悪しき侵略に遭う（一九

一〇年）まで朝鮮といえば朱子学の一枚 岩で、そこには開花思想や実学（産業を

重んじ、物事を合理的に考える学派）な

どはなかったと思っていた。いまはだれ

もそうは思っていない。」（『文藝春秋』

一九八九年八月号、九三ページ）と語っ

ている。   こうした発言を以て、司馬が原作にお

いて、日清・日露戦争を日本にとっての

祖国防衛戦争と捉え、朝鮮を「どうにも

ならない」国、「韓国自身の意思と能力

でみずからの運命をきりひらく能力は

皆無」（第二分冊、五〇ページ）と捉え

る民族蔑視の思想を清算したといえる

のかどうかは不明である。しかし、遺族

はどうであれ、原作者がミリタリムズを

鼓舞するのに利用されるのを危惧し、か

たくなに映像化を拒んだのも顧みず、韓

国併合百年を迎えるこの時期にＮＨＫ

が原作のドラマ化権を手中にしたのを

誇らしげに喧伝する様は異常である。今

後三年間、厳しい監視と歴史を学び直す

主体的努力が問われている    ■ 

             

                                   

               

⼦どもたちがこんなドラマを⾒たら、どれほど歪んだ歴史認識に染まるだろうか。 

 


